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      議案第４２号関連資料 

明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の目的 

 ごみの減量については、「一般廃棄物処理基本計画」において、令和 13年度のごみ処理量が 81,000ｔ/

年まで減量することを目標と定めており、これまで「ゼロ・ウェイストあかし」を合言葉に様々な取組みを実

施してきました。 

 今後、ごみ減量の目標達成及び継続したごみ減量の取組には更なる施策が必要であり、家庭系一般廃

棄物の処理方法として単純指定ごみ袋を導入し、ごみの減量及び再資源化を図るため、条例の一部を改

正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要等 

 （１）  条例の改正内容 

 家庭系ごみを排出するときに市長が指定する袋に収納すること等、一般廃棄物処理計画に定める方

法により排出しなければいけないことについて定める。 

 

 （２）  導入を予定する単純指定ごみ袋の種類 

現

行 

【燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源ごみ】 

・中の見える無色またはブルー系のポリ袋(市販品) 

・大きさ：45ℓの１種のみ 

施

策

案 

【燃やせるごみ】 

・単純指定ごみ袋：単にごみ袋の規格を市が指定

し、ごみ処理費用を価格に上乗せしません。 

・大きさ（案）：大(45ℓ)に加え、中、小の３種 

・袋のデザインにごみ分別や多言語を表記 

【燃やせないごみ・資源ごみ】 

・中の見える「無色透明または無色半透明」の 

 ポリ袋(市販品)に限定 

・大きさ（案）：大(45ℓ)に加え、中、小の３種 

 

 

 （３） 施行期日 

  202７ 年（令和９年）３月１日 

 

３ 条例改正案への意見募集結果 

 （１） 募集期間 

  ２０２５年３月１９日から２０２５年４月１８日 

 

 （２） 意見総数  

  ９０名の方から、１８４件のご意見をいただきました。 

生活文化常任委員会資料 

2025 年(令和 7 年)6 月 19 日 

環境産業局環境室資源循環課 
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 （３） 主な意見及び市の考え方の概要 

  ①ごみ減量の目的、目標について 

主な意見 

・なぜ今、指定ごみ袋を導入する必要があるのか。 

・他の自治体が実施しているからといって、導入の目的とする必要はない。 

市の考え方 

 明石市では、将来世代への負担軽減のため、新ごみ処理施設を可能な限りコンパクト化すること

や、市内最後となる最終埋立処分場の延命化を図るために、様々なごみ減量施策に取り組んでおり、

更なる減量施策として、単純指定ごみ袋の導入を図ろうとするものです。 

 

  ②単純指定ごみ袋制度の導入について 

主な意見 

・日常的にごみ分別に取り組んでおり、ごみ袋を指定する必要はない。 

・レジ袋等をごみ袋として活用しており、ごみ袋を購入する負担が増える。 

・単純指定ごみ袋制度導入は、市民のごみ分別や減量意識を高めるいい機会になる。 

・現状の不透明な袋では、中が確認できず、収集する人が危険だと思う。 

市の考え方 

 現在、家庭系ごみの排出のルールとして、45 リットルサイズのポリ袋での排出と定めておりますが、

市民の皆様からの要望を受けて、このたびの単純指定ごみ袋の規格として、容量の違う３サイズ（15

リットル、30 リットル、45 リットル）を導入し、世帯人数等の各ご家庭のニーズにあったサイズをお選

びいただけるよう検討しています。 

 単純指定ごみ袋制の導入のみでごみ減量が進むわけではなく、様々な施策の組み合わせが必要で

あると考えており、ごみ分別、減量化についての地域への説明会をはじめとした広報、啓発の強化等

により、市民の皆様にごみ分別等に取り組んでいただけるよう努めてまいります。 

 また、単純指定ごみ袋制の導入の目的として、中の見えないごみ袋や段ボール等での排出によりご

み分別や排出ルールが守られていない状況の改善があります。中の見えないごみ袋や段ボール等で

の排出は、収集作業の際に安全面、効率面に支障があり、単純指定ごみ袋の導入により、ルールの徹

底を進めようとするものです。 

   

  ③有料化との違いについて 

主な意見 

・物価高騰の中、ごみ袋有料化に反対です。 

・単純指定ごみ袋は、有料化のためのステップではないか。 

・単純指定ごみ袋ではなく、有料指定ごみ袋にするべき。 

市の考え方 

 単純指定ごみ袋の導入は、ごみ袋代にごみ処理手数料を上乗せする「有料化」とは違い、ごみ袋の

規格やデザインのみを指定する制度です。ごみ袋の価格にごみの処理手数料は上乗せされておら

ず、価格はスーパーやドラッグストア等の小売店に委ねられるため市場価格となり、店舗により価格

は異なりますが、45 リットルサイズのポリ袋の場合、現在明石市で多く利用されているブルー系半透



- 3 - 

 

明のポリ袋と同等の価格になると見込まれます。 

 また、「有料化」につきましては、単純指定ごみ袋制に比べ、ごみの減量に、より効果的ではあります

が、市民の皆様の経済的な負担が大きくなることから慎重な判断が必要であると考えています。 

  

  ④単純指定ごみ袋制度の効果について 

主な意見 

・有料化でなく、単純指定ごみ袋の導入により、なぜごみが減量できるのか、理由がわからない。 

・単純指定ごみ袋により、なぜ適正なごみの分別が進むのか。 

市の考え方 

 単純指定ごみ袋制の導入のみでごみ減量が進むものではなく、導入にあわせて、各地域で説明会

を開催させていただき、正しい分別方法やごみの排出ルールを改めてご説明させていただく等、様々

な施策を組み合わせることで、これまで以上に分別・再資源化が進み、各家庭からのごみを減らすこ

とができると考えております。 

 また、単純指定ごみ袋のデザインとして、排出可能なごみ等を明示することで、今までごみ分別に関

心を持っていただけなかった方に対して、正しい分別の一助になるとともに、多言語表記を行うこと

で、日本語が苦手な外国人の方にも、正しい分別方法をお伝えする効果があると考えております。 

  

  ⑤指定ごみ袋の価格、仕様等について 

主な意見 

・燃やせないごみ、資源ごみについて、透明袋としているが、中身が見えるものであれば、半透明等で

よいのではないか。 

・指定ごみ袋に図や文字を入れて、外国の人もごみの分け方がわかるようにすると良い。 

・スーパー、コンビニ、ホームセンターで購入できるよう各店舗へ行政から働きかけてほしい。 

市の考え方 

 燃やせないごみ・資源ごみについては、当初、透明の市販袋を予定していましたが、寄せられたご意

見を踏まえ、中身の見える無色透明または無色半透明の市販袋に予定を変更しました。なお、仕様や

デザイン等は、現在検討中であり、今後、皆様のご意見を参考にさせていただきます。 

 また、ごみ袋の製造業者を通じて、スーパーやドラッグストア、ホームセンター等、広く販売していた

だくよう協力をお願いする予定です。 

   

  ⑥啓発（広報）について 

主な意見 

・単純指定ごみ袋の導入の周知はどのように広報するのか。 

市の考え方 

 ごみの問題は、市民の皆様の日常生活に直結するものであり、皆様のご理解とご協力があってはじ

めて、ごみの減量化が実現できるものと考えています。そのためには、ご意見いただいたとおり、広く

市民の皆様に受け取っていただけるような手法で、分かりやすい情報発信や、啓発活動を行うことが

必要不可欠であると認識しており、各地域において説明会を実施する等、今後、効果的な広報に努

めてまいります。 
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  ⑦単純指定ごみ袋制度導入後の収集対応について 

主な意見 

・指定ごみ袋に入れずにごみがステーションに排出された場合、収集されないのか。 

市の考え方 

 回収しなかったごみは、回収できない理由を記載した啓発シールを張り、排出者に対して、持ち帰っ

てルールに従った排出をするよう啓発します。そのため、回収しなかったごみは一定期間、ごみステー

ションに残置することとなります。残置したごみが排出者により回収されない場合は、市で回収し、排

出者の特定できた場合は直接指導を行う等、必要な措置をとります。 

 

  ⑧ごみの分別方法について 

主な意見 

・傘や剪定枝は、袋に入れることが困難なため、これまでとおり紐で束ねて出せるようにしてほしい。 

市の考え方 

 単純指定ごみ袋の導入後も、庭木の剪定枝、傘等の長尺ごみについては、現在のルールと同様の

排出方法となります。具体的に現在のルールでは、庭木の剪定枝は、１ｍ程度の長さに切って束ねる

か袋に入れて少量ずつ（２～３袋）燃やせるごみで排出してください。傘は、袋に入れるか、紐でくくっ

て燃やせないごみで排出してください。 

  

   ⑨新たな分別区分について 

主な意見 

・剪定枝については、堆肥化、燃料化、チップ化等の再資源化をしてはどうか。 

・プラスチック分別も早く始めるべき。 

市の考え方 

 剪定枝の堆肥化やチップ化等については、再資源化にかかる費用等もふまえ、慎重に検討する必

要があると考えています。 

 プラスチック資源に対応した新ごみ処理施設については、残渣や異物処理を含めたごみ処理の効

率性や、整備に係るコスト面を考慮し、明石クリーンセンター敷地内の旧大久保清掃工場跡地に整備

することとしており、新ごみ処理施設の供用に併せプラスチック資源の処理を開始する予定です。 

 

４ 今後のスケジュール 

Ｒ７年７月～Ｒ８年３月 指定ごみ袋市民説明会・指定ごみ袋デザインアンケート 

Ｒ８年９月～Ｒ９年２月 指定ごみ袋移行期間（６ヶ月） 

Ｒ９年３月～ 指定ごみ袋本格導入 

 

５ 参考（市ホームページ） 

【意見募集結果】「明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正（素案）について 

https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/shigen_junkan_ka/kurashi/gomi/risaikur

u/zyoureikaisei.html 

https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/shigen_junkan_ka/kurashi/gomi/risaikuru/zyoureikaisei.html
https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/shigen_junkan_ka/kurashi/gomi/risaikuru/zyoureikaisei.html

